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 基本的な考え方 

１ 総合戦略策定の趣旨 

日本は、2008（平成 20）年を境に人口減少社会へと突入し、今後も加速度的に少子高

齢化・人口減少が進むとされています。このような人口急減・超高齢化という大きな課

題に対する政府一体となった取組の必要性から、2014（平成 26）年 11月に「まち・ひと・

しごと創生法」が制定されました。 

この法律に基づき、2060（平成 72）年に１億人程度の人口を確保する中長期展望を示

す「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」（国の長期ビジョン）と、５か年の政策目

標・施策を示す「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が策定されました。国の長期ビジ

ョンでは、東京一極集中の是正、若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、地域の

特性に即した課題解決などをめざすことが示されました。 

各自治体においては、それぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生するこ

とが重要であり、特別区を含む全国の市町村においても、地方版の総合戦略を策定する

よう努めることとされています。本区においては、この国の地方創生の趣旨を踏まえ、

すみだに関わる人にとって、どこよりも素敵で魅力的なまちとなるための取組を示した

「墨田区総合戦略」を策定しました。 

２ 墨田区総合戦略の位置づけと策定の考え方 

「墨田区総合戦略」は、まち・ひと・しごと創生法第 10条に基づく５か年戦略（計画

期間：平成 27～31年度）として策定しました。「墨田区人口ビジョン」を踏まえ、本区

の実情に応じた今後５か年の目標や施策の基本的方向、具体的事業を示すとともに、現

在策定中の新たな「墨田区基本計画」（計画期間：平成 28～37年度）の内容との整合も

図っています。 

また、国及び東京都の総合戦略も踏まえた中長期的な視点を盛り込むほか、国が示す

政策の５原則（自立性、将来性、地域性、直接性、結果重視）に基づく施策を展開しま

す。 

 

■墨田区基本構想等との関係 
 

 
 

  

 墨田区基本構想 
 （計画期間：平成 18～37年） 

墨田区基本計画 
（計画期間：平成 28～37年度） 

 

 

 

 
墨田区実施計画・各種計画 

         “夢”実現 

          プロジェクト 
墨田区総合戦略 

【墨田区総合戦略】 

・計画期間：平成 27～31年度 

・地方創生の観点から、本区が行う

べき施策を抽出 

・基本計画における「“夢”実現プ

ロジェクト※」とリンク 

※ 「“夢”実現プロジェクト」とは、墨田区基本計画全体をけん引するプロジェクト群を指してい
ます。なお、プロジェクト期間は平成 28～32 年度です。 
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３ 人口の現状と課題 

人口の現状分析によると、本区においては次のような課題があることがわかりました。 

 

（１）さらなる高齢化の進行への対応 

本区の総人口は今後も増加傾向にあり、国立社会保障・人口問題研究所の推計によ

ると、2030（平成 42）年頃をピークに減少傾向に移行するとされています。年齢階

層別では、高齢者人口の増加は今後も続く見通しとなっており、それにより生じる諸

課題に適切に対応していくことが必要となります。 

（２）子育て世代などの転入の促進 

自然動態・社会動態の推移からは、自然動態による人口推移への影響が非常に小さ

いということがわかりました。今後は自然減少の傾向が強まり、その状態が継続する

という見通しから、社会動態による人口増加がなくなると、人口減少の傾向が強まる

ものと考えられます。 

また、社会動態では年少人口の転出超過が目立つことから、小さな子どもがいるフ

ァミリー層の転出が多いと考えられます。今後高齢化が進行すると見込まれるなかで、

人口構成が特定の世代に偏ることなく、さまざまな世代によって適切に保たれるまち

であり続けるためには、転入者数をどのように維持していくかとともに、子育てを行

う世代などをどのようにして増やしていくかが課題となります。 

（３）多様な人々が暮らしやすいまちへ 

本区の主な転出入先では、転出・転入者ともに本区周辺の自治体が上位に位置して

います。そのなかには、本区からの転出者数が大きく上回る自治体も存在します。こ

れは、住宅の広さや価格面から見た居住環境をはじめとするさまざまな要因により、

転居の際に選択されているものと考えられます。自治体間競争の点からも、その要因

を分析することで、多様な世代の人々が暮らしやすい住環境を整えていくことが必要

になります。 

（４）若者が結婚しやすい環境づくり 

本区の 15～49歳の女性人口割合と有配偶出生率は、どちらも近年上昇傾向にあり

ますが、有配偶率は、1995（平成７）年以降一貫して低下を続けています。近年、女

性の出産年齢が上昇傾向にあることを踏まえると、若者が結婚しやすい環境を整える

ことが重要となります。 
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（５）経済価値を生み出し、生活者の利便性を支える産業の基盤づくり 

「ものづくりのまち すみだ」を体現する製造業は、東京都全体と比較しても付加

価値額と従業者数の特化係数※が高く、熟練の労働者も少なくありません。このほか、

卸売業、小売業やサービス業については、業種の枠を超えたつながりによって新事業

の展開が期待されます。 

また、子どもを産み育てやすい環境づくりとして、本区の主要産業である製造業や

卸売業・小売業に加えて、女性の就業者が多い宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉

など、区民の生活を支える産業を維持するとともに、ワーク・ライフ・バランスなど

の視点も踏まえて女性の働く環境づくりを支援することが求められます。 

 

※ 特化係数とは、地域内のある産業の比率を全国の同産業の比率と比較したものです。係数が

「１」より大きい場合は、当該地域は、その産業に特化していることを示しています。 

４ 人口の将来展望 

将来の年齢構成を考慮しつつ健全に人口規模を維持・発展させるためには、若者が希

望する人数の子どもを産み育てられる環境をつくることが課題となります。また、若い

世代をひきつけている本区の活力をさらに発展させるとともに、多くの人が訪れたいと

思う魅力を創造し、発信することが必要です。 

そのため、本区の将来展望を次のとおりとします。 

 

● ひとの自然増 

活力ある年齢構成を維持するため、若い世代が安心して子どもを産み育てられる環

境をつくります。 

● ひとの社会増 

本区の人口増加は、若い世代を中心とした社会増によって支えられており、若い世

代を含む誰もが住み続けたい、また、住んでみたいと思える環境をつくります。 

● しごとやまちの力 

観光等を活かした産業の活性化を図るとともに、安心して暮らし、働き続けること

ができる、また、働いてみたい環境をつくります。 

 

 

この将来展望を踏まえ、目標人口を次のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025（平成 37）年は 275,000人、2060（平成 72）年に 300,000人

とすることをめざします。 
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現在、本区の人口増加には、社会動態が大きく寄与しています。今後、国の総人口が

減少するとともに、各自治体において地方創生に向けた取組が行われることで「東京一

極集中の是正」が進むと仮定し、現在の社会流入が徐々に縮小していくことを想定して

います。 

その一方で、自然動態については、2014（平成 26）年時点で 1.22である合計特殊出生

率を、2040（平成 52）年に東京都民希望出生率（東京都の若い世代の結婚・子育ての希

望が実現した場合の出生率）である 1.76まで向上させることを想定しています。 

 

（設定条件） 

 2025（平成 37）年 2040（平成 52）年 2060（平成 72）年 

社会移動率 過去趨勢と同じ 過去趨勢の７割 過去趨勢の５割 

合計特殊出生率 1.45 1.76 （同左） 

 

 

■2060（平成 72）年までの人口分析（設定条件を達成した場合） 

（実数） 

 
 

（割合） 
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■年齢３区分別人口 

 
 

５ 総合戦略に定める内容 

墨田区総合戦略は、夢と希望を育む、どこよりも素敵で魅力的なまちをめざして、次

の３つの基本目標で構成しています。 

 

基本目標Ⅰ 「暮らし続けたいまち」の実現 

● 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえ、子どもの教育環境を整備する

ことで、誰もが夢や希望と誇り、愛着を持てるまちをつくります。 

● 安全・快適に暮らせる地域をつくり、多くの人に選択され、住み続けたいと思

われるまちをつくります。 

基本目標Ⅱ 「働き続けたいまち」の実現 

● ものづくり産業や地域の特色を活かした商業・サービス業のさらなる活性化を

図るとともに、誰もが生きがいをもって働けるまちをつくります。 

基本目標Ⅲ 「訪れたいまち」の実現 

● 歴史や文化、観光資源など、多彩な個性や魅力によるにぎわいを創出し、多く

の人々が憧れるまちをつくります。 

● 地方との活発な交流を通して、ともに発展するまちをつくります。 
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（参考）国の総合戦略の４つの政策分野 

国は、総合戦略のなかで以下の４つの政策分野を示しています。墨田区総合戦略の基本目標も、

この政策分野を踏まえて設定をしています。 

・ 地方における安定した雇用を創出する 

・ 地方への新しいひとの流れをつくる 

・ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

・ 時代に合った地域をつくり、安全なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

 

 

基本目標は次の項目で構成されます。 

（１）講ずべき施策に関する基本的方向 

基本目標の達成に向け、推進すべき施策の基本的方向を示し、具体的な施策・事業

を掲げます。 

（２）数値目標・重要業績評価指標（ＫＰＩ※）の設定 

設定した基本目標における数値目標のほか、各施策の進捗状況を検証するための重

要業績評価指標（ＫＰＩ）を設定します。 

 

※ ＫＰＩは、Key Performance Indicator の略です。 

６ まち・ひと・しごと創生の実現に向けて 

「墨田区総合戦略」の策定にあたっては、区議会や有識者懇談会における議論をはじ

め、関係団体へのヒアリングや区民アンケートを実施するなど、広く意見を求めました。 

また、「墨田区基本計画」との整合を図りながら、総合戦略で示した施策を推進する

とともに、継続的な改善を推進するためのＰＤＣＡサイクルにより効果の検証を行い、

必要に応じた施策の見直しや戦略の改定を行っていきます。 
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   墨田区総合戦略 
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基本目標Ⅰ 

「暮らし続けたいまち」の実現 
 

数値目標 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

合計特殊出生率 
1.22 

（平成 26年） 
1.32 

家族や地域を重視する人の幸福度※ 7.3点／10点 8.0点/10点 

「墨田区民であることを誇りに思う」区民の割合 69.6％ 74.0％ 

※ 区民アンケート調査で、「家族関係」や「地域コミュニティとの関係」を重視すると選択し

た人の幸福度を示しています。なお、区民全体の幸福度は 6.9 点です。 

１ 基本的方向 

● 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるため、妊娠初期から出産後、就学

まで切れ目なく子育て支援を推進します。また、地域ぐるみでの子育て力を向上させ、

子育てと仕事の両立ができる環境づくりを推進します。 

● 子どもの教育環境を充実させることで、子どもたちが夢や希望と誇り、愛着を持つ

とともに、自ら課題解決できる次代を担う人づくりを推進します。 

● 安全・快適に暮らせる地域をつくり、多くの人が選択し、本区で生活する誰もが住

み続けたいと思うまちをつくります。多様な世代の人々が地域のなかで安心して住み

続けられる住環境づくりを推進します。 

２ 具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

（１）切れ目ない子育て支援と地域の子育て力の向上 

新しく授かった命が祝福され、妊婦や家庭に必要な支援が届くよう、妊娠初期から出

産後、就学まで切れ目ない子育て支援を行います。子育て家庭が孤立せずにゆとりをも

って楽しく子育てできる適切な支援体制を整備し、出産前からサポートしていきます。

また、出産後は、地域のなかで保護者同士の交流や行政サービスとのつながりを保つこ

とができる、多様な場や機会を提供します。 

乳幼児については、区民の教育・保育の希望をかなえるため、認定こども園や幼稚園・

保育園などにおける教育・保育サービスを充実させます。 
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小学校入学後の家庭については、子どもたちが自ら学ぶ力を身につけることができる

よう、家庭だけでなく地域社会全体で子どもたちを育てていく環境をつくります。また、

放課後、家庭に保護者がいる、いないに関わらず、すべての子が安心して過ごし、多様

な体験活動ができる居場所づくりを行います。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

こんにちは赤ちゃん訪問実施率 88.4％ 90％ 

「家族や周囲の理解・協力が得られずに子育てに

不安や孤立感を感じることはない」保護者の割合 
32.0％ 57.0％ 

保育所待機児童数 76人 ０人 

学童クラブ待機児童数 115人 ０人 

 

【具体的な事業】 

◆ ゆりかご・すみだ事業 

妊娠届出時に妊婦への面接を実施し、支援を要する家庭への支援プランの作成など、妊

娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を行います。 

◆ 新生児訪問指導（こんにちは赤ちゃん訪問事業） 

妊産婦や新生児の健康保持・増進を図るため、すべての家庭に対して訪問指導を行いま

す。また、乳幼児及び養育者に対して発育・発達・栄養・生活環境等について助言を行い、

育児不安の解消や虐待の未然防止・早期発見に努めます。 

◆ パパのための出産準備クラスの実施事業 

妊娠期、出産、産じょく期（産後６～８週間の時期）、新生児期から生後３か月末まで

の子育てなどについての知識習得に向け、父親を対象とした夫婦参加型の講習を、多くの

方が参加できるように休日の開催を含めて実施します。 

◆ 子育て相談事業（なかまほいく、子育てひろば事業含む） 

子育て支援総合センターや子育てひろば等、さまざまな場所で子育て相談に応じるほか、

子育てをしている家族同士がつながり、ともに支え合える地域づくりを推進します。 

◆ 保育所待機児童の解消（認可保育所整備支援、認定こども園の整備誘導など） 

待機児童を解消するとともに、多様化する保育ニーズに対応するため、認可保育所や認

定こども園の整備を推進します。 
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◆ 保育サービス事業の充実（緊急一時保育、一時預かり、病児・病後児保育、子ど

もショートステイ事業など） 

病気の回復期で保育所などに通園できない子どもや、保護者が一時的に保育ができない

子どもに対応した保育サービス事業を充実します。 

◆ 放課後児童健全育成事業（学童クラブ運営、児童などの居場所づくり） 

保護者が昼間家庭にいない児童の安全・安心を守り、健全育成を図るため、学童クラブ

を運営します。また、児童等にとって魅力ある遊具を備えた室内型プレイパークを設け、

安全・安心な居場所をつくります。 

◆ 子ども版地域包括センター（地域子育て支援拠点）事業 

子ども及びその保護者が子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、身近な場所にお

いてさまざまな相談ができる環境を整備します。 

（２）子育てと仕事の両立の推進 

本区における女性の 20～50歳代の就業率は約６割ですが、30歳代を底とするＭ字カー

ブ※が見られ、出産・育児のために離職している状況がうかがえます。その後、再就職し

た場合でも、希望する働き方ができない女性が多くいます。少子高齢社会が進展し、女

性の労働力が期待されている状況のなか、家庭における女性と男性の固定的役割分担意

識の解消や長時間勤務など男性中心型労働慣行の見直し等の啓発を通じて、女性の活躍

を推進し、子育てと仕事が両立できる環境づくりを支援します。 
 

※ Ｍ字カーブとは、日本の女性の年齢階級別の就労率のグラフに見られる、アルファベットの

「Ｍ」の形に似た傾向を指します。女性の就労率は 20 歳代でピークに達しますが、30歳代の

出産・育児期に落ち込み、子育てが一段落した 40歳代で再上昇するという傾向があります。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

ワーク・ライフ・バランスの推進に係るセミナー

受講者数【再掲：基本目標Ⅱ（４）】 
13人 30人 

男性の育児休業取得率 
0.2％ 

（１日以上） 

3.0％ 

（１か月以上） 

父親の 1日あたりの家事・育児時間【再掲：基本

目標Ⅱ（４）】 
185.8分 210分 

 

【具体的な事業】 

◆ 男女共同参画推進事業【再掲：基本目標Ⅱ（４）】 

講座や講演会の開催、情報誌の発行などさまざまな媒体による情報提供を行い、地域か

ら男女共同参画を推進する意識の向上に努めます。また、各種委員会及び団体などと区民

の協働により、男女共同参画を推進します。 



 

 11 

◆ 企業向けワーク・ライフ・バランス事業【再掲：基本目標Ⅱ（４）】 

区内の中小企業を対象にアンケート及び聞き取り調査を実施し、今後のワーク・ライ

フ・バランスの推進につなげます。 

◆ 男性向け子育て参画講座事業【再掲：基本目標Ⅱ（４）】 

男性を対象に、子育てに積極的に参画するための心構えや子どもとの接し方を学ぶ講座

を実施します。 

◆ 働く女性向け講座事業【再掲：基本目標Ⅱ（４）】 

女性が自分らしく働き続けるためのキャリア形成のヒントとなる講座を実施します。 

 

（３）自ら課題解決できる次代を担うひとづくり 

地域や家庭の教育力が低下したと言われている状況のなか、家庭の状況によることな

くすべての児童生徒が、意欲的に学ぶことができる環境を家庭、学校と地域が連携して

つくります。 

幼児教育から義務教育まで一貫した教育の推進、地域の人材などによる学校の教育の

支援、社会の動向を踏まえて多様に学ぶことができる環境づくりを通じて、家庭、学校

と地域などが相互に理解しあい、協力して取り組むしくみをつくります。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

学習意識調査で「いつも、こつこつ学習している」

と回答している小学校６年生及び中学校３年生

の割合 

小学校６年生 

     61.5％ 

中学校３年生 

     48.8％ 

小学校６年生 

     63.0％ 

中学校３年生 

     50.0％ 

50.0％ 

学習状況調査で各教科の調査結果が「Ｄまたは

Ｅ」（学力低位層）になった小学校６年生及び中

学校３年生の割合 

小学校６年生 

国語 33.3％ 

  社会 48.4％ 

  算数 39.4％ 

  理科 37.5％ 

中学校３年生 

国語 35.1％ 

  社会 54.4％ 

  数学 39.8％ 

  理科 52.9％ 

  英語 38.6％ 

小学校６年生 

 国語 29.5％ 

  社会 34.0％ 

  算数 29.0％ 

  理科 33.5％ 

中学校３年生 

  国語 29.0％ 

  社会 43.0％ 

  数学 35.0％ 

  理科 44.5％ 

  英語 34.5％ 
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重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

学習状況調査で「朝食を毎日食べている」と回答

している小学校６年生及び中学校３年生の割合 

小学校６年生 

 94.2％ 

中学校３年生 

     88.0％ 

小学校６年生 

 96.0％ 

中学校３年生 

     90.0％ 

「家庭教育を実践できている」区民の割合 74.8％ 77.0％ 

 

【具体的な事業】 

◆ 学力向上「新すみだプラン」推進事業 

「学校の教育力の向上」「家庭の教育力の向上」「地域の教育力の向上」の３つを柱に、

児童・生徒の学力向上に関する事業を推進します。 

◆ 幼保小中一貫教育推進事業 

幼稚園・保育園・小中学校間の連携を強化し、確かな学力の向上・学校不適応などの諸

課題の解決を図るとともに、地域の特色を活かした学校づくりを推進します。 

◆ 学校ＩＣＴ化推進事業（電子黒板などの設置拡充及び活用の推進） 

「いつでも」、「だれでも」、「どこでも」ＩＣＴ機器を活用できる環境を整備すると

ともに、教員の活用能力の向上及び授業方法の改善を推進します。 

◆ 学校支援ネットワーク事業 

地域の企業やボランティア団体による小・中学校における講演など、家庭、学校と地域

が一体となって地域ぐるみで子育てを行う体制を整備します。 

◆ 区立学校におけるオリンピック・パラリンピック教育推進事業 

スポーツを通して心身の調和的な発達を促進します。また、オリンピック・パラリンピ

ックの歴史・意義や国際親善などその果たす役割を理解し、進んで平和な社会の実現に貢

献できるようオリンピック・パラリンピック教育を推進します。 

◆ 子どもの未来応援事業 

「子供の未来応援国民運動」の一環で日本財団に設置された「子供の未来応援基金」を

活用し、同基金におけるパイロット事業の誘致や、「子ども食堂」など草の根で子どもの

支援活動に取り組むＮＰＯの支援を行い、地域の支援体制の充実を図ります。 

 

（４）子育て世帯をはじめ、誰もが地域のなかで安心して住み続けられる住環境づくり 

子育てに適した住宅を確保しやすくするとともに、暮らしにうるおいを与え、子ども

を安心して遊ばせることができる公園などを整備することで、子育て世帯をはじめとす

る区民が地域のなかで安心して住み続けられる住環境づくりを推進します。 
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また、地域コミュニティの充実を図ることで、防災や防犯に地域ぐるみで取り組むし

くみを構築し、誰もが安心して住み続けられるまちづくりを推進します。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

すみだ良質な集合住宅認定の住戸数 152戸 910戸 

公園整備面積 77.9ha 89.5ha 

「家庭で災害時の備えができている」区民の割合 52.2％ 62.2％ 

体感治安について肯定的評価をした区民の割合 
18.4％ 

（平成 26年） 
21.4％ 

 

【具体的な事業】 

◆ 新住宅マスタープラン推進事業 

2016（平成 28）年度中に策定を行う住宅マスタープランに基づき、ファミリー世帯の

定住促進を含めた総合的な住宅施策を展開します。 

◆ すみだ良質な集合住宅認定事業 

住生活に関するさまざまな機能について、ハード・ソフトの両面において特に配慮され

た集合住宅を区が認定することで、良質な集合住宅の供給誘導を図ります。 

◆ 子育て支援公園等の整備事業 

幼児・児童を安心して遊ばせることができる子育てにやさしい公園など、テーマを持っ

た公園の新設・再整備を推進します。 

◆ 防災行政無線システム再構築事業 

災害時の区民への情報連絡手段である防災行政無線と、防災情報アプリ、安全・安心メ

ール、区ホームページ、ＳＮＳ※など多様な情報伝達手段を連携させるため、固定系防災

行政無線のデジタル化を行い、システムに係る設備の再整備を推進します。 

※ ＳＮＳとは、ソーシャル・ネットワーキング・システムの略語で、個人間のコミュニケーシ

ョンを促進し、社会的なネットワークの構築を支援する、インターネットを利用したサービス

です。 

◆ 地域連携などによる見守り体制の強化 

区内事業所などと連携した防犯上危険な場所における見守り活動の実施や、区立小学校

の通学路に防犯カメラを設置することにより、犯罪などの発生を抑止します。 
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基本目標Ⅱ 

「働き続けたいまち」の実現 
 

数値目標 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

就業状況を重視する人の幸福度※ 7.0点／10点 8.0点／10点 

製造業の事業所数 
3,466事業所 

（平成 26年） 
3,500事業所 

東京都における区内小売業等の年間売上額シェ

ア 

1.6％ 

（平成 26年） 
1.7％ 

※ 区民アンケート調査で、「就業状況」を重視すると選択した人の幸福度を示しています。な

お、区民全体の幸福度は 6.9 点です。 

１ 基本的方向 

● ものづくりを中心とした産業の維持・安定的な発展を支援するとともに、新たな取

組やさまざまな交流を生む機会を創出し、さらなる活性化を図ります。また、商業・

サービス業は、地域の特色を踏まえて、消費者から選ばれる商業空間づくりを推進し

ます。 

● すみだで働く人が働き続けられる、就労を希望する人が仕事につける支援を行うと

ともに、次代を担う子どもたちが「働くこと」にふれる機会を創出します。 

２ 具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

（１）新しいものづくり産業の創出と地域産業の活性化を支援する 

ものづくりを中心とした産業が維持・安定的な発展をするために、経営基盤の強化や

技術力のさらなる向上を支援します。また、医療・介護・環境・エネルギーなど新分野

への展開や、産学官金連携を強化することで、区内企業の事業革新を促すとともに、市

場性の高い製品開発、販路の拡大に向けた取組を支援します。 

このほか、時代やニーズに応じた新たな支援体制を構築し、区内での新規創業者や新

たなものづくりを創出する事業者の支援を行うなど、今後も本区が「ものづくりのまち」

であり続けるための取組を展開します。 
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重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

フロンティアすみだ塾への参加者累計数 137人 177人 

地域内事業承継支援事業における支援累計件

数 
71件 151件 

チャレンジ支援資金の融資あっせん累計件数 
68件 

（平成 28年２月末） 
340件 

 

【具体的な事業】 

◆ フロンティアすみだ塾事業 

区内中小企業の後継者・若手経営者を対象とした私塾形式のビジネススクールを開催し、

経営者としての志や覚悟、社会的使命感などを学ぶ機会を提供することで地域産業をけん

引する人材を育成します。 

◆ 地域ブランド戦略推進事業【再掲：基本目標Ⅲ（１）】 

付加価値の高い本区らしい製品のブランド認証をするとともに、クリエーターと区内企

業とのマッチングによる新製品開発や、それらの製品の販路拡大を支援し、区内産業の活

性化を図ります。 

◆ 新分野への参入促進支援事業 

成長分野（医療・介護・環境・エネルギーなど）への参入をめざす企業に対して、営業

力やニーズ収集・分析・戦略形成力などの強化に向けた支援をします。 

◆ （仮称）墨田区産学官金連携推進会議の運営 

大学、産業支援機関・研究機関、金融機関等との連携を強化し、窓口のワンストップ化・

ネットワーク化を図ることにより、事業の高付加価値化に意欲のある区内事業者への支

援・助成や、高付加価値化の意欲を醸成するセミナー等を実施します。 

◆ 地域内事業承継支援事業 

ものづくり資産（事業、取引先、工場・機械設備、人材など）のマッチングや、事業の

継続・再生・拡大（他社との業務連携、後継者の確保（第三者承継）など）を支援します。 

◆ 新ものづくり創出拠点整備事業 

空き工場の再生を図るとともに、外部からの人材と区内事業者が連携しながら新しい製

品や技術・サービスなどを創出する拠点を整備します。 

◆ 創業支援ネットワーク事業 

国から認定を受けた創業支援事業計画に基づき、商工会議所や金融機関など、各種団体

と連携しながら、区内での創業を支援します。 
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◆ チャレンジ支援資金の融資あっせん事業 

区内で開業される方や、開業して５年未満の区内事業者に対し、「チャレンジ支援資金」

の融資あっせんを行います。 

（２）魅力ある商業環境の整備を支援する 

地域の特性を活かし、ニーズに対応した品ぞろえやおもてなしなど、消費者から選ば

れる個店づくりを支援するとともに、その魅力を発信します。また、異分野との連携に

よる特色ある事業の実施など、商業集積を活かした取組を進めることで、地域における

集客力を高めていきます。 

なお、「商業活性化すみだプログラム」の計画期間終了に伴い策定する新たな商業振

興計画に基づき、本区の個店や商業空間のにぎわい創出に向けたさまざまな取組を展開

していきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

「区内になじみの店がある」区民の割合 75.1％ 77％ 

小売吸引力指数※ 
0.81 

（平成 24年） 
0.94 

※ 小売吸引力指数とは、区民１人当たりの区内年間小売販売額と、東京都のそれを比較した指

数です。指数が「１」より大きい場合は、区外の消費者が区内に買い物に来ていることを示し

ています。 

 

【具体的な事業】 

◆ 魅力ある個店づくり支援事業 

対象地域への出店や店舗改修を検討している事業者や、防火・耐震化改修促進助成を活

用する事業者に対する支援を行い、魅力ある個店づくりを進めます。 

◆ 個店のＰＲ支援事業 

こだわりの店や隠れた名店など、本区の個店や商業空間の魅力発信を支援します。 

◆ 工房ショップ創出事業 

すみだマイスターなどの製造業者を対象に、製造と販売を一体化させた「工房ショップ」

の創出を支援します。 

◆ 地域特性を活かした商店街づくり事業 

商店街が行うイベントや特色ある事業、環境整備を支援することにより、地域特性を活

かした商店街づくりを行います。 



 

 17 

◆ 地域力を育む商業空間づくり振興プラン推進事業 

商業実態調査等を踏まえ、地域の歴史的・文化的資源を活かし、地域コミュニティの核

としての商業振興を展開していくために、地域全体の活性化のなかで商業振興も達成する

戦略的な商業振興計画を策定し、推進します。 

（３）就労を希望する人が仕事につくことができる環境づくりを支援する 

労働力の確保が全国的な課題となるなか、今後の働き手として期待される若者や女性

などに対して、ノウハウの習得、雇用マッチングやモチベーション向上などの就労支援

を行い、就労を希望する人が仕事につくことができる環境づくりを行います。 

また、すみだの将来を担う子どもが「働くこと」について考えるきっかけを提供し、

ものをつくることの楽しさや奥深さを伝えることで、ものづくりへの興味を喚起します。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

「仕事をすることで、充実した生活を送れてい

る」区民の割合 
73.2％ 75.9％ 

区の雇用促進・就労支援事業による年間就職決定

者数 
343人 365人 

 

【具体的な事業】 

◆ 若年者就職サポート事業 

若年者を対象とした就職相談窓口の設置や就職支援セミナーを実施します。また、ハロ

ーワーク墨田などの関係機関と連携し、イベントを通じた就労を希望する人材の発掘や、

若手社会人との懇談会、見学会などによる区内企業の魅力発信事業を実施するとともに、

雇用のマッチングなどを行います。 

◆ 就職支援コーナーすみだ事業 

ハローワーク墨田との連携のもと、求人情報の提供、希望に適した職業紹介や就職相談

を行うことにより、就職を希望する区民を支援します。また、生活困窮者を対象に、ハロ

ーワークの就職支援ナビゲーターによる個別相談を実施します。 

◆ 民間事業者と連携した子どもの職業体験事業 

「アウトオブキッザニア inすみだ」をはじめ、さまざまな主体と連携しながら、子ど

もたちがすみだの仕事にふれる事業を実施します。 

◆ 次世代ものづくりすみだプロジェクト事業 

さまざまなテーマの「ものづくり体験教室」など、子どもたちのものづくりへの興味を

喚起するイベントなどを実施します。 
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◆ 女性の再就職支援セミナー事業 

さまざまな講座、企業説明会や個別キャリアカウンセリングを実施するなど、女性の再

就職につながる取組を推進します。 

（４）ワーク・ライフ・バランスの実践を推進する 

区民がそれぞれのライフステージ・ライフスタイルにおいて、自らの希望に応じて家

庭、仕事、その他さまざまな活動に取り組むことができる環境づくりを進めるため、区

民や区内企業のワーク・ライフ・バランスに対する理解を深めるとともに、実践に向け

た企業の取組に対して支援を行います。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

ワーク・ライフ・バランスの推進に係るセミナー

受講者数【再掲：基本目標Ⅰ（２）】 
13人 30人 

父親の 1日あたりの家事・育児時間【再掲：基本

目標Ⅰ（２）】 
185.8分 210分 

 

【具体的な事業】 

◆ 男女共同参画推進事業【再掲：基本目標Ⅰ（２）】 

講座や講演会の開催、情報誌の発行などさまざまな媒体による情報提供を行い、地域か

ら男女共同参画を推進する意識の向上に努めます。また、各種委員会及び団体などと区民

の協働により、男女共同参画を推進します。 

◆ 企業向けワーク・ライフ・バランス事業【再掲：基本目標Ⅰ（２）】 

区内の中小企業を対象にアンケート及び聞き取り調査を実施し、今後のワーク・ライ

フ・バランスの推進につなげます。 

◆ 男性向け子育て参画講座事業【再掲：基本目標Ⅰ（２）】 

男性を対象に、子育てに積極的に参画するための心構えや子どもとの接し方を学ぶ講座

を実施します。 

◆ 働く女性向け講座事業【再掲：基本目標Ⅰ（２）】 

女性が自分らしく働き続けるためのキャリア形成のヒントとなる講座を実施します。 
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基本目標Ⅲ 

「訪れたいまち」の実現 
 

数値目標 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

地域のブランド力の全国における評価順位 140位 95位 

区内を訪れる観光客数（観光関連施設入込客数及

びイベント入込客数） 
9,097,423人 9,700,000人 

外国人観光客の墨田区に対する来訪満足度 80.3％ 
82％（平成 29年） 

83％（平成 32年） 

 

１ 基本的方向 

● すみだの歴史や特有の文化・観光資源などの多彩な魅力をさらに磨き上げ、広く発

信し、多くの人が訪れる憧れのまちをつくります。また、まちぐるみの「おもてなし」

により、来街者と区民・区内事業者との交流を促進することで、まちのにぎわいを創

出し、何度も訪れたくなるまちをつくります。 

● 姉妹都市や友好都市との交流・提携を拡充し、物産や観光振興などによる地域連携

を強化するなど、本区と他都市がともに発展するしくみをつくります。 

２ 具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

（１）観光とものづくりが融合したまちづくりを進め、すみだの活力を創出する 

本区の特徴である「ものづくり」を観光資源として最大限に活かし、職人の技術にふ

れる機会や、区内企業の高い技術力に基づいた製品など、このまちでしか味わえない魅

力的なものづくり観光を来街者に提供するしくみをつくります。 
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重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

小さな博物館※の年間来場者数 
28,957人 

（平成 26年度） 
32,000人 

スミファ参加者累計数 9,000人 15,000人 

１人当たりの平均観光消費額 6,316円 7,000円 

※ 本区は、区内産業のＰＲ運動として「小さな博物館（museum）運動」、「マイスター（meister）

運動」、「工房ショップ（manufacturing shop）運動」からなる「すみだ３Ｍ運動」を展開して

います。小さな博物館は、区内企業が、自社の保有する本区の産業や文化に関する製品や道具等

のコレクションを、工場・作業場等の一部を利用して展示する運動です。 

 

【具体的な事業】 

◆ ３Ｍ運動等と連動した「ものづくり観光」推進事業 

本区のものづくりの魅力を観光客に伝えるため、すみだ３Ｍ運動等と連動したイベント

の開催や体験プログラムを充実させ、区内の産業と観光の融合を図ります。 

◆ すみだファクトリーめぐり（スミファ）事業 

普段見ることのできない工場見学や工房体験など、体感型のイベントを通じて「すみだ

の魅力」を区内外に発信するとともに、ものづくり人材の確保や事業者従業員の人材育成

を図ります。 

◆ 地域ブランド戦略推進事業【再掲：基本目標Ⅱ（１）】 

付加価値の高い本区らしい製品のブランド認証をするとともに、クリエーターと区内企

業とのマッチングによる新商品開発や、それらの製品の販路拡大を支援し、区内産業の活

性化を図ります。 

 

（２）観光資源の連携を強化し、回遊性の向上を図る 

江戸東京博物館や今後開業予定のすみだ北斎美術館、刀剣博物館などの文化施設の集

積を活かし、区内に点在する観光拠点・歴史文化資源を連携させ、文化の薫るまちづく

りを推進します。 

本区の特徴の一つである「豊かな水辺」の活用や魅力的な歩行者空間の整備を進め、

来街者が楽しく快適にまちあるきをできるように、さまざまなところで「すみだらしさ」

にふれるしくみをつくります。また、区内回遊性の向上をはかるため、交通インフラの

整備を推進します。 
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重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

観光客による区内観光施設などの平均立寄り

地数 

2.93か所 

（平成 26年） 

3.25か所（平成 29年） 

3.5か所（平成 32年） 

すみだ北斎美術館の年間入場者数 ― 95,000人 

船着場への年間帰着舟数 3,912回 4,500回 

 

【具体的な事業】 

◆ 美術館・博物館等観光ネットワーク構築事業 

区内に点在する美術館や博物館などのさまざまな文化施設を相互に連携させ、「美術

館・博物館プロムナード」として積極的な情報発信を行う等、回遊促進のための取組を推

進します。 

◆ 「両国観光まちづくりグランドデザイン」推進事業 

「両国観光まちづくりグランドデザイン」の基本方針である「水辺のにぎわいの再生と

創出」、「地域資源の活用と発信力の強化」及び「おもてなしの気運の醸成とまちあるき

観光の推進」の３施策を展開し、両国地域のにぎわいを創出します。 

◆ 水辺を活用した舟運事業 

イベントの開催やカフェの誘致など、水辺空間のにぎわいを創出するとともに、舟運を

取り入れた区内回遊ルートの構築や広域連携による観光舟運の活性化を図ります。 

◆ 北十間川・隅田公園観光回遊路整備事業 

浅草・東京スカイツリー間のまちあるきの観光回遊のため、水辺、舟運や道路の整備、

また、景観に配慮した隅田公園の整備を行います。 

◆ ユニバーサルツーリズム推進事業 

障害者（肢体不自由や視覚障害者など）が安心して楽しめる観光モデルコースを構築し、

本区におけるユニバーサル観光の普及につなげます。 

◆ 道路バリアフリー等整備事業 

東京オリンピック・パラリンピックの会場となる両国駅周辺など、駅を中心とした徒歩

圏の優先整備路線のバリアフリー化を進めます。また、自転車レーン整備により、歩行者

と自転車の通行空間を分離し、安全で快適な道路利用環境の構築を図ります。 

◆ 観光施設等回遊性向上事業 

観光客の区内回遊性を高め、より広い範囲ですみだの魅力を楽しんでもらうため、区内

循環バスの利用の促進等を行います。 
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（３）訪れたいまちとしてのすみだの魅力を広く発信する 

本区には隅田川の花火や大相撲といった江戸に起源する伝統文化に加え、ランドマー

クである東京スカイツリーなど多彩な観光資源があります。これらをさらに磨き上げる

とともに、さまざまな情報発信のしくみを構築し、「すみだらしさ」があふれるまちの

魅力を国内外に発信していきます。 

また、2020（平成 32）年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、国内外

からますます多くの来街者が見込まれることから、観光を通した地域活性化が特定の地

域にとどまらず、区内全体に波及するしくみをつくるため、広く観光プロモーションを

展開していきます。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

墨田区観光協会のホームページ年間訪問者数 
323,985 

（平成 27年） 
332,000 

墨田区がマスメディアで取り上げられた数※ 65件 90件 

※ 本区が新聞社等に提供した事業やイベント情報等のなかで、マスメディアに取り上げられた

数を示してします。 

 

【具体的な事業】 

◆ 観光まちづくりの推進 

東京スカイツリーや美術館・博物館など本区のさまざまな魅力を国内外へ効果的に発信

し、本区の認知度の向上を図ります。 

◆ シティプロモーションによる情報発信の充実 

本区の魅力をブランド化し、海外や区内外に広く発信することで、すみだのイメージア

ップを図ります。 

◆ 商店街などのインバウンド対策事業【再掲：基本目標Ⅲ（４）】 

商店街や飲食店などにおけるメニューの外国語表記など、外国人が訪れやすい環境を整

備し、誰もが利用しやすく、楽しめる商業空間づくりを推進します。 

 

（４）訪れる人をやさしく迎える「おもてなし」の体制をつくる 

東京オリンピック・パラリンピックの開催へ向けて増加が予想される国内外からの来

街者をおもてなしの心で迎えるための体制を整備します。また、区民によるさまざまな

活動に向けた機運を醸成し、区民と来街者がともに交流を楽しむことができる環境づく

りを推進します。 
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重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

すみだ観光ガイドの在籍人数 52人 80人 

まち歩きガイドツアーの参加者数 4,300人 4,500人 

観光案内板、案内冊子などの多言語対応化率 28.0％ 40.0％ 

 

【具体的な事業】 

◆ 東京オリンピック・パラリンピックに向けた機運醸成事業 

東京オリンピック・パラリンピックを、区を挙げて歓迎・応援するため、各種スポーツ

イベント等において、オリンピアン・パラリンピアンを招いた機運醸成事業を実施します。 

◆ 観光案内所の機能強化事業 

イベント・ワークショップなどにより、観光客にすみだの魅力を効果的にＰＲするとと

もに、今後、増加する外国人観光客への観光案内機能の向上やインバウンド対応、観光案

内ガイドの育成等により、誘客と区内回遊の促進を図ります。 

◆ 外国人観光客受け入れ体制の充実 

本区を訪れる外国人観光客の満足度を高め、本区の魅力を広く発信するために、Ｗｉ－

Ｆｉや多言語表記の公共サインの整備など、外国人観光客の受け入れ体制を強化します。 

◆ すみだ地域学セミナー事業 

区民が、来街者に「おもてなしの心」をもって本区の多様な魅力を広めることができる

ように、すみだに関する講座の開講や情報の提供を行います。 

◆ 地域力育成・支援事業 

「地域力日本一」をめざすため、さまざまな団体で活動する地域人材の発掘と育成を行

います。また、地域活動における先進的な事例や、特徴的な取組を応援します。さらに、

ボランティア活動など、社会に役立つ体験を通じて、地域に愛着や関心を持つ若い世代を

育てます。 

◆ ヘルス＆マナーコミュニティ推進事業 

区民にあいさつやマナーの習慣を広げ、おもてなしの心を醸成し、「健康でマナーのよ

いまち、すみだ」を発信するとともに、その取組を通じて地域活性化につなげていくため、

地域参加型のマナー向上に関するしくみを構築し、さまざまな地域活動を支援します。 

 

◆ 商店街などのインバウンド対策事業【再掲：基本目標Ⅲ（３）】 

商店街や飲食店などにおけるメニューの外国語表記など、外国人が訪れやすい環境を整

備し、誰もが利用しやすく、楽しめる商業空間づくりを推進します。 
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（５）地方との交流や提携を強化・促進する 

本区と他都市が強い信頼関係のもと、いきいきとしたまちづくりを進め、お互いに発

展・成長しながら共存共栄を図ります。そのため、他都市との交流を積極的に行い、物

産や観光振興など地方との交流や提携を強化、促進します。 

 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 
基準値 

（平成 27 年度） 

目標値 

（平成 31 年度） 

姉妹・友好都市との交流事業数 23事業 30事業 

連携自治体累計数 43自治体 55自治体 

 

【具体的な事業】 

◆ 姉妹都市・友好都市との交流促進事業 

広報誌の紙面交換による情報発信をはじめ、区民まつりへの参加など、姉妹都市や友好

都市との交流を拡大させ、それぞれの住民が他都市の歴史や文化、自然やスポーツなどに

ふれる機会を創出します。 

◆ 忠臣蔵サミット参加都市との交流促進事業 

忠臣蔵サミットに参加している他都市との交流をより一層促進し、観光・地域の振興を

図ります。 

◆ 地方との連携による観光情報の発信事業 

国の実施するビジットジャパン地方連携事業や区独自の施策による広域的連携など、さ

まざまな自治体と連携して観光情報を発信します。 

◆ 特別区全国連携プロジェクトを契機とする他都市との交流促進事業 

全国の各地域と産業、観光、文化などさまざまな分野で新たな連携や交流を促進し、経

済の活性化やまちの元気につながる取組を展開します。 
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